
「草の根障無償資金協力」 

外部委嘱員募集のお知らせ 

 

在ラオス日本国大使館（以下、「当館」という。）では、「草の根無償資金協力」（以下、

「草の根無償」という。）に関する業務の一部に協力していただく外部委嘱員（本邦派遣

委嘱員）１名を募集します。 

 草の根無償とは、人間の安全保障の理念を踏まえ、開発途上地域の住民生活や文化に根

ざす比較的小規模な開発・文化振興事業を実施する非営利団体（ローカルＮＧＯ、国際Ｎ

ＧＯ、地方公共団体、教育機関及び医療機関等）に対して、資金（１件あたり 2,500万円

以下目安。）の供与を行う資金協力事業です。詳細は以下をご参照ください。 

 

・草の根無償について（外務省ホームページ） 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/index.html 

・在ラオス日本国大使館草の根無償案件実績（大使館ホームページ） 

https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000362.html 

 

１．業務内容 

草の根無償における外部委嘱員は、当館との委嘱契約に基づき、主に次のような草の根

無償の補助業務を行います。 

（１）申請案件の受付 

（２）申請案件の技術的検討 

（３）既往案件の進捗管理・実施促進 

（４）各種資料作成 

（５）現地調査 

（６）業務報告書の作成 

 

２．契約内容等 

（１）委嘱契約 

外部委嘱員は、大使館と委嘱契約を締結することになります。旅券、査証、各種保険等

の手続は基本的に外部委嘱員本人で行っていただきます。 

（２）謝金額 

 当館の規定に基づき、能力・経験を考慮して決定します。 

（３）住居費 

 当館の規定に基づき、限度額内で支給します。ただし、既にラオス国内に在住されてい

る方には支給しません。 

（４）交通費 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/shimin/oda_ngo/kaigai/human_ah/index.html
https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000362.html


 個人負担となります。 

（５）渡航費 

 当館の規定に基づき、以下のとおり支給します。ただし、既にラオス国内に在住されて

いる方には支給しません。 

 ア 往路・復路分航空賃（最短経路のディスカウント・エコノミー） 

 イ 空港使用料 

 ウ 一部予防接種料 

 エ 査証取得料 

（６）委嘱期間 

 ２０２６年１１月１日から２０２７年３月３１日まで。（ただし、条件が許せば来年度

以降、１年ごとに最長３年まで契約延長可） 

 

３．採用予定人数 

１名 

 

４．応募条件 

（１）国籍等 

日本国籍保有者で、心身ともに健康な方 

（２）学歴 

大学卒又は同等以上の学歴を有すること 

（３）知識・技能等 

ア ラオス語及び日本語の両方で会話及び文書作成が可能であること（英語ができればな

お良い）。 

イ 開発協力に関する知識・経験を有すること 

ウ 報告書作成に必要なワード・エクセル・パワーポイントその他のＰＣ操作（図表の作

成等を含む）ができること 

 

５．応募方法 

 以下の応募書類を令和８年６月３０日（火）までに下記８の担当者宛にメール添付にて

御送付ください（締切日必着）。その際、当館からの連絡を受けることができるメールア

ドレスを明記ください。 

 御提出いただいた個人情報につきましては、選考・採用の目的のみに利用し、応募の秘

密は厳守します。 

 

 

（１）写真を添付した履歴書（日本語で記入） 



語学レベルについては、ラオス語修学（就業）歴及び自己評価を記載。英語について

は、ＴＯＥＩＣ、ＴＯＥＦＬまたはＩＥＬＴＳ等のスコアを記載。 

（２）志望理由・自己ＰＲ 

 Ａ４用紙１～２枚程度（日本語） 

 

６．選考方法 

（１）第一次選考 

書類選考 

（２）第二次選考（第一次選考通過者のみ実施） 

 当館又はオンラインにて面接選考（ラオス語及び日本語）を実施します。 

 

７．選考スケジュール等 

（１）募集締め切り 

令和８年６月３０日（火） ※ 締切日必着 

（２）第一次選考 

 通過、不採用にかかわらず、令和８年７月１５日（水）までに応募者全員に結果をメー

ルで通知します。 

（３）第二次選考 

 第二次選考対象者と個別に調整の上、令和８年９月１日（火）から令和８年９月１０日

（木）の間に実施します。 

（４）最終結果 

 第二次選考実施後、２週間をめどに対象者全員に電話またはメールで通知します。 

（５）委嘱契約開始時期 

 令和８年１１月２日（月）（応相談、可能な限り御希望を踏まえて調整させていただき

ます） 

 

８．問い合わせ先 

 在ラオス日本国大使館 経済・経済協力班 担当：松山、板垣 

 Embassy of Japan in the Lao P.D.R., Sisangvone Road, Vientiane, Lao P.D.R 

  電話：(+856-21)41-4400 

 担当者メールアドレス：junichiro.matsuyama@mofa.go.jp / yuta.itagaki@mofa.go.jp /  

開館時間：平日８：３０～１２：００、１３：３０～１７：４５ 

 ※休館日：土日及び祝日（当館ホームページ「休館日のご案内」参照） 

 https://www.la.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000083.html 
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